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１．はじめに

　経営の三要素とは、ヒト、モノ、カネと言われ、これは図書館経営においても変わることはない。この中で、ヒトについては図書館職員論が確立し、モノについても図書館蔵書論、情報資源論や図書館建築論が確立し、それぞれに見るべき研究成果もある。ところがカネについての分野は図書館関連の分野においては全く未開拓の領域になっているといえよう。図書館会計論は、何故か図書館・情報学の中では論じられることはない。その理由としては、図書館・情報学の研究者はもとより、図書館実務の関係者の間にも、図書館は非営利の教育・文化に関わる組織であり、そのような高尚な場において、カネのようなはしたない対象を論じることは馴染まないとする、時代錯誤的な考えがあったのではないかとすら疑われる。しかし、図書館の重要性の増大と規模の拡大は、もはや図書館の貨幣額換算を基礎とする経済行為を、単に現金の出納だけに着目する現金主義会計での予算と決算の報告に任せておけるほど単純な経営の域を越えたといえる。複式簿記による発生主義会計制度の採用によって可能となる複数年度にわたる長期的な計画に裏付けられた経営こそを必要とするに至っているのである。すなわち、図書館会計論の確立無くしては正常な図書館発展や図書館・情報学の進歩はあり得ないのである。

　わが国の公共図書館の大半は地方自治体によって設置され、その経営資源は自治体によって提供されている。また、大学図書館、学校図書館についても、私立学校としての学校法人によって設置された図書館を除けば、その経営資源は国又は地方自治体によって提供されている。昨今、図書館界での図書館経営に対する関心の強まりと時を同じくして、国や自治体の経営に対しても、一般納税者の関心が高まり、情報公開の動きともあわせて、自治体の経営情報の公開要求が強まってきた。また、財政事情の深刻化と社会の高度化による財政需要の膨張は、自治体における公会計の原則を現金主義から発生主義へと変換させ、これは従来の予算と決算の報告による現金の出納状況の公開に加え、複式簿記による貸借対照表の公開となってあらわれた。この動きは早晩、公的な財源に依存する図書館にも及ぶものと考えられる。

　一方で、図書館のネットワーク環境の普及による図書館相互貸借(ILL)の活発化や、出版業界における電子出版の普及など、図書館の蔵書構築の環境が変化している。この状況の下で、出版物の販売部数の減少や、同一出版物の電子媒体と紙媒体での出版等、同一情報内容を異なる形態のメディアで、異なる利用条件の下で提供する例も増加している。そして、これに伴う出版コストの増大などにより、出版物価格の上昇が起こっている。一方、これに対応すべき図書館の資料購入費予算の増加は、図書館を取り巻く種々の経済状況の影響もあり、出版物の価格上昇には追いついていない。

　この状況への対応策として、図書館界は資料購入予算の増額要求を行ってはいるものの、予算の増額が出版物価格上昇に追いつかないとの見通しの下に、もっぱら、それぞれの図書館の蔵書構成のあり方の再検討による購入するタイトル数や冊数の削減を行うという消極策の外には、分担収集(collection sharing)図書館の相互協力やネットワーク化等の方策で切り抜けようとしたり、紙媒体資料やデータベース等パッケージ型の情報資源を購入し所有することをあきらめ、外部の有料データベースサービスを情報要求毎に利用料を支払い、所有ではなく、利用する事（正確にはアクセス権を確保すること）で対応しようとしてきた。しかし、このような方策の採用は、個別図書館のサービス基盤となる蔵書内容や図書館情報資源の質的低下を招くばかりでなく、図書館をマーケットとし、図書館のパートナーとも言うべき出版界の経営力を弱め、ひいては、一国の情報産業そのものの基盤を弱体化させる結果にも繋がりかねない。

　本稿ではこのような図書館経営の問題を従来とは視点を変えて、今まで論じられることがほとんどなかった図書館会計論の側面から検討を加えることとする。

２．図書館の会計公表の必然性

　２００１年１月からの中央省庁の再編に伴い、全省庁に「政策評価制度」が導入されることが決まっている。「政策評価」とは行政の事業や政策に無駄がないかどうかを個々の仕事別に点検する仕組みを言い、その評価結果は各省庁から、もしくは新たにできる総務省の行政評価局が国民からの評価の要望に応じて行う評価（改善勧告）を通じて国民に公表される。

　この政策評価を中央省庁が具体的にどのような形で公表するかは未だ必ずしも明確ではないが、２０００年１０月時点で、大蔵省は従来の単年度での現金の収支だけを示す予算と決算の形式に加え、国の財産状況を示す貸借対照表を極めて大まかな勘定科目ではあるが初めて公開した。＊１）また、自治省が同じく２０００年１０月に発表した調査結果では、従来国と同様に、単年度の現金の収支だけを示す予算・決算の報告のみを行っていた全国で３２００余の地方自治体の中、８０％以上の自治体が、貸借対照表を作成、または作成の検討をしているという。その内訳は、都道府県では１００％、市では６０％以上の市が既に貸借対照表の作成に着手しており、検討中も加えると９７％の市が近い将来貸借対照表を公表することになると言う。

　このような動きは単に公的な財源の使途の妥当性を納税者に納得させたり、厳しい財政事情を広報することにより、将来の増税の布石にすることだけが狙いではないはずである。より積極的な狙いとして、情報公開の流れの中で、従来公開されていなかった行政部門の情報を公開し、国民・住民に対する行政部門の広報活動（Public Relation）を進めることの一環であると捉えることもできる。行政部門の情報公開に絡むこのような動きは今後加速されることがあっても、減速することは考えにくい。

　一方、図書館の世界では、公共図書館の９９％が公立図書館となっているわが国にあっては公共図書館が、また大学図書館の世界でも国・公立大学図書館がその財源を有効に支出し、経営が効果的に行われていることを立証すると共に、継続的に図書館への充分な予算配分を可能とするために、設置組織からこのような貸借対照表作成を求められる可能性が極めて高くなる。従来、毎年多額の資料費を消費し、相当な予算を投じた施設や設備・機材を所有する図書館がその会計報告を単に単年度の決算報告だけにとどめ、所有資産の状況を明らかにする貸借対照表を明らかにしなかったのは極めて不思議であり、不自然と言わざるを得ない。このような事態が生じた理由として図書館には、営利組織に適用される会計諸原則の適用は馴染まないと言うのが主な理由であったと推定される。図書館という組織の経営に貸借対照表に代表される図書館会計が馴染まないからと言う根拠は、営利組織を対象にした会計は「発生主義」の原則を採るのに対し、官庁会計では「現金主義」の原則を採用していると言うこと以外には見あたらない。

　従って、図書館の貸借対照表が存在せず、図書館会計が未確立という理由は次の３点がその主な原因と考えられる。すなわち、（１）設置組織からその要請がなかったこと、（２）図書館職員に会計処理を行うべしとする経営感覚が不足していたこと、（３）図書館の会計規模が図書館会計を必要とするほどに大きくなかったことなどである。

　しかし、既に図書館を取り巻く状況は変わり、上記のごとく公的・非営利組織である国や自治体等の設置組織から財務状況の明示と公開要請が強まり、図書館にもマーケティング概念の導入やコスト意識の向上による業務体制の見直しなど、経営感覚が要求されるようになると、（１）と（２）の根拠は既に失われたと言える状況となっている。また（３）に示した図書館の予算規模も、図書館活動の発達と図書館数の増大により、次の「３．図書館の会計規模」に示すごとく今や十分に会計単位としての規模に達していると言える。

　何よりも図書館、中でも公共図書館は現代の地域コミュニティの構成員に対して情報資源へのアクセスを保証するための不可欠な社会制度として機能しなければならない。このためにも情報資源へのアクセスを保証する対象である地域コミュニティの構成員に対し、図書館の経営に関する基礎的な情報が会計システムの形式で公表・開示されていないのは極めて不自然であるといえる。

３．図書館の会計規模

　文部省が毎年実施している「大学図書館実態調査報告」＊２）によれば、平成１０年度において、わが国の大学（短期大学は含まない）図書館で支出する図書館資料費の総額は約７６８億円で、図書館総経費の総額約１８２１億円の約４２％をしめる。また、この図書館総経費の総額は、わが国４年制大学が支出している総経費、約５兆３３１７億円の３．４％となっている。これらの数値を１大学当たりの平均値に直せば、１大学当たりの単純平均で大学総経費は約８６億円、図書館総経費約３億円、図書館資料費約１億円となる。

　また日本図書館協会の「日本の図書館」＊３）によれば、公共図書館で支出した図書館資料費は図書購入費、雑誌新聞費、視聴覚資料費に臨時資料費を加えると、平成１０年度では約３７９億円となり、図書館の総経費は経常的経費と臨時的経費の合計で約１３３１億円となる。１館あたりの単純平均で、図書館経費（人件費を除く）は約５０００万円、図書館資料費は約１５００万円となる。

　このように大学図書館と公共図書館の資料費予算だけで、年間１１００億円以上を計上する。わが国の図書館界が年間に支出する図書館資料費の総額だけでもこの１１００億円に専門図書館と学校図書館の資料費を加えた額になり、これは前２節の（３）で言うような決して小さな金額ではない。しかもその財源の多くは公的な財源に依存している。以上は各図書館館種毎の直近の１年度における実績値であって、各図書館の書庫にある開館時から現在までに累積された情報資源についての評価額ではない。また、一つの図書館が受け付けた情報要求を他館の情報資源に依存してサービスを提供した金額は全く含まれていない。それに加えてこのようなかなりの額に及ぶ公的な財源の使途とその結果として受け入れられた資料類のその後の措置については、図書館が責任ある管理運営を行うと言う立場にある以上、詳細な報告が行われるべきである。しかし現実には、その年度に図書館の資料費として支出された金額とその結果受け入れられた資料類の物量のみが、図書館の年度報告類において報告されているにとすぎない例がほとんどである。

　このような図書館の資料費予算の執行とその結果についての報告体制は、図書館の設置母体となる国や自治体の財政活動が依拠する会計制度や経理の原則に依っている。すなわちこの原則とは、国にあっては財政法上で全ての現金の収受を予算に計上させ、予算及び決算を「現金主義」の原則で統一して国会の議決に関わらしめ、地方自治体にあっては、地方自治法等の規定により、国と同様現金主義の原則の下での予算と決算を地方議会の議決に関連づけている。

　このような図書館設置母体の会計処理上の原則や特徴は図書館の経理処理にも反映され、それらは図書館の経営にも影響を及ぼす。すなわち年度毎の税収を基本財源としての予算・決算による行政の現金主義会計の原則は、多年度にわたる情報資源の累積をベースに自ら所有する情報資源以外のものをも利用して情報提供サービスを行い、また国と自治体、自治体相互間、自治体と民間組織と財政単位を越えて連携し、活動を展開する図書館の活動実態を示す会計や経営情報の開示システムとしてはそぐわない。

４．図書館への財務諸表の導入による図書館会計の必要性

　財務諸表、中でも複式簿記による貸借対照表に図書館の経済活動の全体像を記録し、報告することは図書館経営上の基本的な要件である。その理由はまず第一に図書館が教育委員会や大学・学校の一部であっても、図書館経営が独立して行われているならば、体系的に記録され、報告されることが、その経営を見守る外部者に最も信頼される。このためにはその経済活動は複式簿記に基礎をおく会計のシステムの下に記録され、報告されることが自然であり、一般的である。第二に、会計システムで公表される経営情報により、図書館の経営者をはじめとする関係者が図書館の経営活動や経済活動を全体的総合的に判断できる。図書館経営が全て経済活動に還元されうるものでないことは言うまでもない。しかし、図書館経営に必要とされる経営資源は経済活動を通じてしか調達されないし、経済活動の関連性を通じて、図書館の全体的な状況や、図書館設置母体の中における図書館の位置づけがより鮮明になる。第三に図書館の運営は直接国や自治体の設置に依らない図書館であっても、公的な性格を有する財源に多くを依存する。そこにおいてはその運営の経済的な実態を広く公開・報告する義務がある。まさにアカウンタビリティ(accountability)である。

　このような理由のもとに開示・報告される会計システムとは図書館の経営実態を示す財務諸表の形で提示される。本稿では、この財務諸表のうち、貸借対照表を取り上げ以下に検討する。

　図書館における貸借対照表項目としては、「資産」の部、「負債」の部の外に、営利

組織における資本に相当する項目として「正味資産」の部が設けられる。

　自治省の見解に依れば＊４）、資産とは一会計年度を超えて地方公共団体の経営資源として用いられると見込まれるものとなっている。この資産科目には、有形固定資産、投資等及び流動資産に分類して表示するものとされている。図書館が自ら所有し、複数年度にわたって業務のために使用し続ける施設や機器はもちろんのこと、図書館が蔵書として複数年度にわたって利用し続ける図書は固定資産と見なされ、取得原価によって資産科目として計上される。＊５)

　負債科目は固定負債と流動負債に分類し、表示されるが、固定負債とは、地方債、退職給与引当金、及び債務負担行為が含まれる。このうち、債務負担行為とPFI(private finance initiative)等の手法により整備した資産で、債務負担行為による債務が残っているが既に物件の引き渡しを受けたものについての今後の支払い予定額になる。

　正味資産とは、国の貸借対照表では「資産・負債差額」と表示されているが、科目の分類においては国庫支出金・都道府県支出金と一般財源に分けて表示される。

　以上のような貸借対照表の構造の下に表示される勘定科目と各科目に計上される残高の算出に用いられる会計処理方法については次のような問題がある。

　図書館の通常の経営活動を遂行するための経済的行為を記録するのに用いられる勘定科目の多くは一般の会計における勘定科目と会計処理方法をもって対応できるといえる。そうであるからこそ今まで図書館会計論がことさら取り上げられることなく、現在に至っているのであろう。しかし、図書館を取り巻く情報環境や経済環境が大きく変化し、その変化が当分続くと考えられる状況下では、図書館固有の会計処理の原則を研究する必要がある。若干の具体例を以下に挙げる。

（1） 蔵書（情報資源）価値の経時的低下の表示が不能
　計量書誌学において、文献の利用は出版されてからの時間の経過と共に指数関数的に減少してゆくという現象はよく知られている。このことは図書館資料は一般に購入の時点から時間の経過と共にその情報価値を減じてゆくことを意味する。もとより情報価値がそのまま経済的な貨幣価値に直接的に結びつくわけではないがわけではないが、経験的に情報価値がある一定の関係で経済的な価値や貨幣価値に連動するということは一般に承認できる。
　しかし、文部省の通達に基づき、学校・大学図書館を中心に多くの図書館では蔵書の会計上の評価はそれらの資料が廃棄されるまで、取得原価のままに表示されている。図書として購入され、購入年度内に廃棄されない図書資料は現行の会計処理の基準では減価償却が許されないからである。この結果、図書館資料の平均耐用年数、残存価格などについての基準は日本には存在しない。一部の公共図書館で、耐用年数を７年前後に設定し、それを過ぎた年数の資料を廃棄処分にしているが、その年数は恣意的に設定しているに過ぎない。
　また原則的に年度内に廃棄される消耗品として、図書資料費予算で購入された図書は、実際には年度を超えて有効に利用され続けていても、資産計上はなされていない。このような会計処理上の基準や原則は図書館・情報サービスの実態とはかけ離れており、図書館・情報学の側から、明確な理論的根拠を添えて、改正の働きかけを行うべきである。

（2） 外部情報サービスの利用は図書館経営上有益なのか
　１９８０年代以降、日本の図書館界でも、オンライン検索が普及した。特に外部の商用の大規模なデータベースを利用した情報検索サービスを利用することで、情報サービスの向上・改善に大きく貢献した。また同時に従来の図書館資料費にかなりの比率を占めた参考調査資料類の購入を中止し、商用の情報サービスを利用することは図書館資料費予算の削減に対応し、図書館の予算総額の節減にも寄与するとして歓迎される向きもあった。しかし、情報利用者に同じ情報を提供できるとしても、この種のサービス提供の方法や手段の変更は、図書館の経営構造に大きな変革を来たし、そのことは会計処理上、全く異なる結果を招来する。すなわち、紙媒体であれ、パッケージ化された電子出版物であれ、有形の資料が図書館資料費を用いて購入されれば、図書館の資産の増加に繋がるが、一過性の外部情報サービスを利用したのでは、それが如何に良質のサービスで、利用者の満足を如何に高めても、会計上、図書館の資産の増加には繋がらない。
　すなわち、同じ情報を利用者に提供しても、その提供のプロセスのあり方が図書館の財務構造に反映し、ひいては図書館の経営構造そのものに影響するのである。

（3） 図書館財源の調達方法の多様化
　現在、そして近未来の図書館経営上最大の問題は、図書館設置機関の財政上の逼迫に起因する図書館予算の急迫・不足であろう。このことは既に図書館資料費予算の継続的な削減とそれによる慢性的な資料購入・蔵書構築における予算不足となって現れている。図書館の財源を正味資産科目となる設置機関支出金にのみ依存していると、図書館の経営は今後の成長が難しいだけでなく、縮小の事態に追い込まれることも予測される。そこで、必要な財源の捻出には同じ貸し方にある負債の部の勘定科目に着目することになる。通常、図書館単独での借入金や起債は考えられない。そこで、最近関係者が着目しているのがPFIである。PFIとは先述のごとく、図書館活動に必要な資産を後年度の負担の下に、先行的に取得し、図書館活動を展開する方法であり、取得した資産は借り方の資産の部に計上され、それに見合う負債金額が負債の部に計上され、長期間にわたり、逐次返還される。だが、このような長期にわたる債権・債務関係の把握を基にした経営のための情報は単年度の現金主義による単式簿記方式に基づく現行図書館の会計方式では対応が難しい。
　図書館の経営とは、言うまでもなく、人類共有の知的文化的な財産である情報資源を収集・累積させ、後の世代に伝承するという、極めて長期的な展望の下に実施されるべきであり、この経営が単年度の財務状況によって左右されることは極力避けなければならない。このためにも、財源不足の時にはそれを外部の財源によって補い、余裕のあるときには、財源不足の時に備える財務処理が可能となるような会計システムを採用する必要がある。このためにも、図書館は複式簿記に基づく財務諸表の作成と公開が求められる。

５．おわりに

　２１世紀を目前にして、情報化される社会での情報資源へのアクセス拠点である図書館は大いに飛躍できる時期を迎えている。図書館自体も規模が大きくなり、また直面する課題も多く、中でも情報技術の革新に応じて、飛躍的な革新を遂げなければならない。それができなければ図書館の世界は先細りとなる。

　このために図書館が臨機に有効な活動を展開する必要があるが、それには個々の図書館が経営面で独立としていることが必要である。図書館経営が独立しているには図書館業務に関する人事権と予算執行権に代表される図書館の経営権が確立していなければならない。この面からも図書館会計論が確立し、図書館の経済的活動の実態が明確化される必要がある。

　本稿では図書館会計論の必要性を述べるに止め、第４節の（１）、（２）、（３）に述べたような図書館会計論に含まれる問題や特質の詳細は稿を改めたいと思う。このため、図書館会計論とは言いながら、単に貸借対照表の大まかな構成を述べるにとどめた。財務諸表としての損益計算書に相当する収支計算書や財産目録などにはふれていない。資産としての計上額を確定した上での減価償却、特に蔵書・情報資源についての減価償却の実際的で具体的な方法にもふれていない。それを行うには、文部省からの通達や指導の根拠となっている学校会計基準の改正の必要も生じるが、その具体的な改正方法は別途検討すべきである。また、減価償却の論議を展開するには、図書館の会計を単に財務会計的に捉えるだけでなく、図書館の長期経営計画と関連づけた管理会計的な視点での論議も必要になる。それらの論議は今後に待ち、本稿では図書館会計への関係者の注意を喚起するにとどめたい。関係者の関心が図書館会計の必要性に気づけば、それらの論議は自ずから盛んになると思われる。
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